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   大阪狭山市の給与・定員管理等について  

１ 総括 

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

(平成27年1月1日) 

歳 出 額 

        Ａ 
実質収支 

人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

H25年度の 

人件費率 

H26年度 
 

57,793人 

千円 

18,308,049 

千円 

660,900 

千円 

3,853,923 

％ 

21.0 

％ 

20.7 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含んでいます。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ  

給     与     費 
一人当たり 

給 与 費 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

類似団体平均 

一人当たり 

給 与 費 
給  料 職員手当 

期 末 ・ 

勤勉手当 

計 

  Ｂ 

H26年度 369人 
千円 

1,398,425 

千円 

413,492  

千円 

579,707  

千円 

2,391,624  

千円 

6,481  

千円 

5,989 

（注） １ 職員手当には退職手当を含んでいません。 

２ 職員数は、平成２６年４月１日現在の普通会計に属する人数です。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、 

職員数には当該職員を含んでいません。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況 
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（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用

職員の俸給月額を100として計算した指数です。  

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも

のです。 

   ３ 平成 24 年及び平成 25 年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減

額措置がないとした場合の値です。 

 

(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

 

①給料表の見直し 

［ 実施 ］ 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、

その理由）） 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

③その他の見直し内容 

 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の

支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。 

激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 

実施なし 

 

 

（支給割合）国基準１５％に対し、大阪狭山市においては１３％を支給。 

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１

日時点では１１％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し１３％を支給。 

 

（参考） 

 平成２６年度

の支給割合 

平成２７年度の支給割合 見直し後の支給

割合（H28.4.1） ４月１日時点 遡及改定後 

国基準による支給割合 １０％ １１％ １３％ １５％ 

大阪狭山市の支給割合 １０％ １１％ １３％ １３％ 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２７年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

大阪狭山市 ４２．２歳 ３１９，６８２円 ４２０，２２９円 ３８９，８０７円 

大 阪 府 ４２．６歳 ３２６，９３０円 ４３８，８０４円 ３８３，７４９円 

国 ４３．５歳 ３３４，２８３円 ― ４０８，９９６円 

類似団体 ４２．３歳 ３１９，９３６円 ３９４，９８４円 ３５５，１８３円 

 

② 技能労務職 

区 分 

公  務  員 民  間 

平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額 

(A) 
平均給与月額 
（国比較ベース） 

対応する民間

の類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 

(B) 

大阪狭山市 45.7歳 15 353,213円 434,394円 419,779円 ― ― ― 

  

うち清掃職員 43.2歳 8 342,150円 426,070円 403,443円 
廃棄物処理業 

（男女） 
44.9歳 289,500円 

うち学校給食員 55.8歳 2 388,300円 463,893円 450,993円 
調理師 

（男女） 
43.1歳 249,200円 

うち用務員 45.6歳 5 356,880円 435,912円 433,432円 
用務員 

（男女） 
54.6歳 200,300円 

大 阪 府 51.3歳 628 317,465円 398,181円 370,398円 ― ― ― 

国 50.2歳 2,994 289,141円 ― 328,318円 ― ― ― 

類似団体 50.0歳 ― 317,404円 355,113円 338,663円 ― ― ― 

 

区 分 

参   考 

年収ベース（試算値）の比較 

A/B 
公務員 

(C) 

民間 

(D) 
C/D 

大阪狭山市 ― ― ― ― 

  

うち清掃職員 1.64 6,724,240 円 3,114,000 円 2.15 

うち学校給食員 1.86 7,570,816 円 2,990,400 円 2.53 

うち用務員 2.17 7,082,944 円 2,403,600 円 2.94 

※民間データは、「賃金構造基本統計調査」（賃金センサス）において公表されているデータを使用しています。 

 （平成２４年度から平成２６年度までの３か年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一

致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額

を加えた試算値です。 
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③ 教 育 職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

大阪狭山市 ４５．４歳 ３５２，８８３円 ４３９，０２３円 

大 阪 府 ３９．９歳 ３４２，１９５円 ４１３，８８１円 

類似団体 ３９．９歳 ３０１，６０４円 ３３５，７０３円 

 （注）１「平均給料月額」とは、平成２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手

当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものです。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手

当等を除いたもの）で算出しています。 

 

(2) 職員の初任給の状況（平成２７年４月１日現在） 

区     分 大阪狭山市 大 阪 府 国 

一般行政職 

大 学 卒 180,800円 180,800円 174,200円 

高 校 卒 151,800円 146,500円 142,100円 

技能労務職 高 校 卒 ― 151,067円 ― 

教 育 職 

大 学 卒 180,800円 201,900円 ― 

高 校 卒 151,800円 157,100円 ― 

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２７年４月１日現在） 

区    分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 

大学卒 ２７０，９４０円 ― ３８６，６５０円 ４１９，７５０円 

短大卒 ― ― ３６５，０００円 ３８０，１５０円 

高校卒 ― ３３５，７００円 ３６４，８２５円 ３８９，４００円 

技能労務職 高校卒 ― ３６５，０００円 ― ― 

教育職 短大卒 ― ― ― ― 

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいい、それ以外の

場合は、就職前の職務経験年数を換算し、在職年数に加算した年数をいいます。 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成２７年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 
１号給の 

給料月額（円） 

最高号給 

の給料月額（円） 
職員数 構成比 

１級 主事補 １３７，６００ ２４４，９００ １４人 ６．０% 

２級 主 事 １８７，７００ ３０１，９００ ３９人 １６．７% 

３級 主 任 ２２３，９００ ３４７，７００ ３１人 １３．２% 

４級 主 査 ２５８，３００ ３７８，７００ ５７人 ２４．４% 

５級 課長補佐・主 幹 ２８５，０００ ３９０，７００ ３６人 １５．４% 

６級 課 長 ３１５，８００ ４０７，９００ ３４人 １４．５% 

７級 次 長 ３６０，１００ ４４２，６００ ８人 ３．４% 

８級 部 長 ４０５，８００ ４６６，３００ １５人 ６．４% 

計 ２３４人 １００% 

（注）１ 市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

（注）平成２６年に７級制から８級制に変更しています。 

 

(2) 昇給への勤務成績の反映状況     一律昇給 
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４ 職員の手当の状況 

 

(1) 期末手当・勤勉手当 

大阪狭山市 大 阪 府 国 

１人当たり平均支給額 

（H26年度）  １，５７９千円 

１人当たり平均支給額 

（H26年度）  １，６７９千円 
－ 

（H26年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．５０ 月分 

（１．４５）月分（０．７０）月分 

（H26年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．５０ 月分 

（１．４５）月分（０．７０）月分 

（H26年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．５０ 月分 

（１．４５）月分（０．７０）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）   未実施 

 

(2) 退職手当（平成２7 年４月１日現在） 

大阪狭山市 国 

（支給率）  自己都合    応募認定・定年 

勤続２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分 

勤続２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分 

勤続３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分 

最高限度額 ４９．５９月分 ４９．５９月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置 

勤続25年以上で、定年前 6月を超え10年以内の

退職に対し、定年前 1年につき 2％加算  

（最大20％） 
 
1人当たり 
平均支給額   7,893千円  23,747千円 

（支給率）  自己都合    応募認定・定年 

勤続２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分 

勤続２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分 

勤続３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分 

最高限度額 ４９．５９月分 ４９．５９月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置 

勤続20年以上で、定年前 6月を超え15年以内の

退職に対し、定年前 1年につき3％（定年前1年

以内の者は2％）加算（最大45％） 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２６年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

(3) 地域手当（平成２７年４月１日現在） 

支 給 実 績（H26年度決算） １６６，６０４千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（H26年度決算） ４１５，４７１ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

地域手当補正後 

ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

全地域 １１％ ４０４人 １５％ 
１００．７ 

（１００．７） 

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務

員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づ  

く地域手当支給率）により算出。） 
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(4) 特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在） 

支給実績（H26年度決算）  ３，６４０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（H26年度決算） ６９，９９８ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（H26年度）  １２．９ ％ 

手当の種類（手当数） ８種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（H26年度決算） 

左記職員に対 

する支給単価 

市税等徴収手当 

税務G・保険年金G・

高齢介護Gに所属す

る職員 

市税、国民健康保険料又は

介護保険料を徴収するため

実地に訪問し納入の督励及

び徴収事務 

0.6千円 日額 ２００円 

社会福祉事務手当 

(1) 生活援護Gに所

属する職員 

 

 

 

 

(2) 福祉G・高齢介

護G・こども育成室

に所属する職員 

 

 

(1)生活保護法の規定に基

づきその被保護者又は要

保護者の住居等を訪問し

て実地調査又は指導の業

務 

(2)上記以外で、援護、育成

又は更生の措置を要する

者等の家庭を訪問し、こ

れらの者に面接し本人の

環境等を調査し、保護そ

の他の措置の必要の有無

及びその種類を判断し本

人に対し生活指導を行う

等の業務 

135千円 

 

 

 

 

2.8千円 

 

日額 ３００円 

 

 

 

 

日額 ２００円 

 

 

 

 

 

下水処理作業手当 
下水道Gに所属する

職員 

管渠等での汚水、汚泥等の

しゅんせつ搬出作業 
10.5千円 日額 ５００円 

行旅病人等収容護送

手当 

(1)、(2)生活援護G

に所属する職員 

(1)行旅病人の収容又は護

送 

(2)行旅死亡人の収容又は

護送 

実績なし 
１件  ５００円 

１件３，０００円 

死獣処理手当 
生活環境G・公園緑

地Gに所属する職員 

犬、猫その他これらに類す

るものの死体の処理作業 
333千円 １回 ５００円 

感染症防疫作業手当 
健康推進Gに所属す

る職員 
感染症の予防消毒作業 実績なし １回 ５００円 

危険手当 

(1)生活環境G・土木

Gに所属する職員 

(2) 教育総務G（技

能職員）・公園緑地G

に所属する職員 

(3) 都市計画Gに所

属する職員 

(1)交通を遮断することな

く道路上で行う作業 

(2)毒物及び劇物取締法規

定する薬品等を使用して

行う作業 

(3)地上５メートル以上の

足場の不安定な箇所で行

う作業 

845.5千円 日額 ５００円 

救急出動手当 
救急救命士の資格

を有する消防職員 
救急救命業務 2312.5千円 １回 ５００円 
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(5) 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （H26年度決算） ６９，２７４千円 

職員１人当たり平均支給年額（H26年度決算）    ２５１千円 

支 給 実 績 （H25年度決算） ５９，７２３千円 

職員１人当たり平均支給年額（H25年度決算）    ２３１千円 

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成 26 年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならな

い職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

(6) その他の手当（平成２７年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(H26年度決算) 

支 給 職 員  

１人当たり 

平均支給年額 

(H26年度決算) 

扶養手当 

配偶者         13,000円 

配偶者以外の扶養親族1人につき 

 6,500円 

（ただし、配偶者のない職員の場合には、

扶養親族のうち1人は11,000円） 

16歳から22歳の子がある場合の加算額       

1人につき 5,000円 

同じ  55,766千円 254,639円 

住居手当 

借家・借間居住者 

家賃が12,000円を超え23,000円まで 

家賃額に応じて最高11,000円 

家賃が23,000円を超える場合 

  家賃額に応じて最高27,000円 

同じ 

 

 

 

 

 

 

17,898千円 298,301円 

通勤手当 

交通機関等利用者 

運賃が 55,000 円以下については運賃相当

額（６箇月定期券相当分支給） 

自動車等交通用具使用者 

距離に応じて2,000円～24,500円 

同じ  25,882千円 75,901円 

管理職手当 
管理・監督の職にある職員の役職に応じて、

40,000円～80,000円 
同じ  86,617千円 721,809円 

休日勤務 

手  当 

休日勤務１時間につき勤務１時間当たりの

給与額に100分の135を乗じて得た額 
同じ  18,836千円 392,417円 
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５ 特別職の報酬等の状況（平成２７年４月１日現在） 

区     分 給 料 月 額 等                     

給 

 

料 

市     長 

 

副  市  長 

９００，０００円 

 

７６０，０００円 

（参考）類似団体における最高／最低額 

1,061,000円  ／   440,000円 

 

885,000円   ／   375,000円 

報 

 

酬 

議     長 

 

副  議  長 

 

議     員 

５５１，０００円 

 

４９４，０００円 

 

４７５，０００円 

737,000円   ／   310,000円 

 

653,000円   ／   245,000円 

 

591,000円   ／   222,000円 

地 

域 

手 

当 

市     長 

副  市  長 

（H26年度支給割合） 

         １１％ 

期 

末 

手 

当 

市     長 

副  市  長 

 （H26年度支給割合） 

                ４．１０月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

 （H26年度支給割合） 

                ４．１０月分 

退 

職 

手 

当 

 

市     長 

 

副  市  長 

 

 （算定方式）                 （１期の手当額）    （支給時期） 

給料月額×３８／１００×在職月数  １６，４１６千円   任期ごと 

※平成27年6月までは上記算定方式から10％カット  （１４，７７５千円） 

給料月額×２６／１００×在職月数   ９，４８５千円   任期ごと 

※平成27年6月までは上記算定方式から10％カット  （ ８，５３７千円） 

（注）１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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６ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

H２６年 H２７年 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

 

部 

 

門 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 

議  会 

総  務 

税  務 

労  働 

民  生 

衛  生 

農林水産 

商  工 

土  木 

４ 

７４ 

２３ 

１ 

６７ 

３０ 

３ 

２ 

２８ 

４ 

７５ 

２４ 

１ 

７０ 

３０ 

３ 

３ 

２８ 

０ 

１ 

１ 

０ 

３ 

０ 

０ 

１ 

０ 

  

 危機管理体制の強化（１） 

 滞納対策及び徴収強化（１） 

  

 欠員補充及び滞納対策（３） 

  

  

 欠員補充（１） 

 

小計 ２３２ ２３８ ６ 

 ＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数    41.18人 

（類似団体の人口 1 万人当たり職員数 

53.66人） 

教育部門 ６５ ６５ ０  

消防部門 ７２ ７３ １  保安３法の権限移譲による業務増（１） 

小  計 ３６９ ３７６ ７ 

 ＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数       65.06人 

（類似団体の人口 1 万人当たり職員数 

71.58人） 

公 

営 

企 

業 

等 

会 

計 

部 

門 

水  道 

  

下 水 道 

  

そ の 他 

１７ 

  

８ 

  

１９ 

１６ 

  

９ 

  

１９ 

△１ 

  

１ 

  

０ 

地方公営企業法適用移行準備の人事交流（△１） 

 

地方公営企業法適用移行準備の人事交流（１） 

  

  

小  計 ４４ ４４ ０   

合    計 
４１３ 

［４５５］ 

４２０ 

［４５３］ 
７ 

 ＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数    72.67人 

（注）１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、教育長は含みません。 

      ２ ［   ］内は、条例定数の合計です。 

 

(2) 年齢別職員構成の状況（平成２７年４月１日現在） 

区分 
20歳 

未満 

20歳 

 

23歳 

24歳 

 

27歳 

28歳 

 

31歳 

32歳 

 

35歳 

36歳 

 

39歳 

40歳 

 

43歳 

44歳 

 

47歳 

48歳 

 

51歳 

52歳 

 

55歳 

56歳 

 

59歳 

60歳 

以上 
計 

職員数 0人 19人 60人 47人 25人 20人 62人 74人 30人 36人 35人 12人 420人 

（注）職員数には、教育長を含みません。 

 

(3) 職員数の推移（各年４月１日現在） 

                 （単位：人・％） 
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   年度  

 

部門別 

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 
過去５年間   

の増減数（率） 

一般行政 233 236 234 232 232 238 ５（2.1%） 

教育 70 69 68 66 66 66 △４（△5.7%） 

消防 71 71 72 74 72 73 ２（2.8%） 

普通会計計 374 376 374 372 370 377 ３（0.8%） 

公営企業等会計計 45 44 44 44 44 44 △１（△2.2%） 

総合計 419 420 418 416 414 421 ２（0.4%） 

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。（定員管理調査で報告した各年度の職員数に

は、教育長１名を含んでいます。） 
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７ 公営企業職員の状況 

 

 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総 費 用 

 
Ａ 

純損益又は実
質収支 

職員給与費 
 

Ｂ 

総費用に占める
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考)H25 年度の総
費用に占める職員
給与比率 

H26年度 

千円 千円 千円 ％ ％ 

1,335,827 △122,130 105,386 7.9 9.5 

 （注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費（13,816千円）を含んでいません。 

  

区 分 
職員数 

Ａ 

給      与      費 一人当たり 

給 与 費 

Ｂ/Ａ 

（参考） 

類似団体平均 

一人当たり 

給 与 費 
給  料 職員手当 

期 末 ・ 

勤勉手当 
計  Ｂ 

H26年度 17人 
千円 

72,403 

千円 

16,954 

千円 

29,845 

千円 

119,202 

千円 

7,012 

千円 

5,989 

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。 

   ２ 職員数は、平成２７年３月３１日現在の人数です。 

 

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２７年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

大阪狭山市 

水道局 
４８．４歳 ４０５，８３２円 ５８４，３２３円 

団 体 平 均 ４２．２歳 ３１９，６８２円 ４２０，２２９円 

事 業 者   － 歳  －     円    －   円 

 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

大阪狭山市水道局 一般行政職 

１人当たり平均支給額（H26年度） 

            １，７５６千円 

１人当たり平均支給額（H26年度） 

  １，５７９千円 

（H26年度支給割合） 

        期末手当      勤勉手当 

   ２．６０  月分  １．５０  月分 

    （１．４５）月分 （０．７０）月分 

（H26年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．５０ 月分 

（１．４５）月分（０．７０）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

 

 (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（平成２７年４月１日現在） 

大阪狭山市水道局 一般行政職 

（支給率）  自己都合    応募認定・定年 

勤続２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分 

勤続２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分 

勤続３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分 

最高限度額 ４９．５９月分 ４９．５９月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置 

勤続25年以上で、定年前 6月を超え10年以内

の退職に対し、定年前 1年につき2％加算  

（最大20％） 
 
1人当たり 
平均支給額   15,782 千円  24,082千円 

（支給率）  自己都合    応募認定・定年 

勤続２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分 

勤続２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分 

勤続３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分 

最高限度額 ４９．５９月分 ４９．５９月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置 

勤続25年以上で、定年前 6月を超え10年以内

の退職に対し、定年前 1年につき2％加算  

（最大20％） 
 
1人当たり 
平均支給額   7,893 千円  23,747千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２６年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当（平成２７年４月１日現在） 

支 給 実 績（H26年度決算） ７，９２１千円 

支給職員１人当たりの平均支給年額（H26年度決算） ４６６千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率) 

全地域 １１％ １７人 １１％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在） 

支給実績（H26年度決算） ０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（H26年度決算） ０ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（H26年度） ０．０ ％ 

手当の種類（手当数）       ２ 種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

（H26年度決算） 

左記職員に対 

する支給単価 

徴収手当 
徴収業務に従事した

職員 
徴収業務 実績なし 日額 ２００円 

危険手当 
危険業務に従事した

職員 

毒物及び劇物取締法に

規定する薬品等を使用

して行う作業 

実績なし 日額 ５００円 

 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（H26年度決算） １，２８３千円 

職員１人当たり平均支給年額（H26年度決算） １１７千円 

支 給 実 績（H25年度決算） １，２５４千円 

職員１人当たり平均支給年額（H25年度決算） １３９千円 
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カ その他の手当（平成２７年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政 

職の制度 

との異同 

一般行政職 

の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(H26年度決算) 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

(H26年度決算) 

扶 

養 

手 

当 

配偶者         13,000円 

配偶者以外の扶養親族1人につき 

 6,500円 

（ただし、配偶者のない職員の場合には、

扶養親族のうち1人は11,000円） 

16歳から22歳の子がある場合の加算額       

1人につき 5,000円 

同じ  2,466千円 274,000円 

住 

居 

手 

当 

借家・借間居住者 

家賃が 12,000円を超え 23,000円まで 

家賃額に応じて最高 11,000円 

家賃が 23,000円を超える場合 

 家賃額に応じて最高 27,000円 

同じ  0千円 0円 

通 

勤 

手 

当 

交通機関等利用者 

運賃が55,000円以下については運賃相当

額（６箇月定期券相当分支給） 

自動車等交通用具使用者 

距離に応じて2,000円～24,500円 

同じ  624千円 41,569円 

管
理
職 

手 

当 

管理・監督の職にある職員の役職に応じ

て、50,000円～80,000円 
同じ  4,341千円 723,550円 

休
日
勤
務 

手 
 

当 

休日勤務１時間につき勤務１時間当たり

の給与額に100分の135を乗じて得た額 
同じ  － 千円 －  円 

 

 


